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○難病の患者に対する医療等に関する法律（抜粋）

（目的）

第一条 この法律は、難病（発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾

病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。

以下同じ。）の患者に対する医療その他難病に関する施策（以下「難病の患者に対する医療等」と

いう。）に関し必要な事項を定めることにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及

び難病の患者の療養生活の質の維持向上を図り、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

（基本理念）

第二条 難病の患者に対する医療等は、難病の克服を目指し、難病の患者がその社会参加の機会が確

保されること及び地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないこと

を旨として、難病の特性に応じて、社会福祉その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総

合的に行われなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国及び地方公共団体は、難病に関する情報の収集、整理及び提供並びに教育活動、広報活動

等を通じた難病に関する正しい知識の普及を図るよう、相互に連携を図りつつ、必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。

２ 国及び都道府県は、難病の患者に対する医療に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、

難病の患者が良質かつ適切な医療を受けられるよう、相互に連携を図りつつ、必要な施策を講ずる

よう努めなければならない。

３ 国は、難病に関する調査及び研究並びに難病の患者に対する医療のための医薬品及び医療機器の

研究開発の推進を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公

共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに

努めなければならない。

（難病対策地域協議会）

第三十二条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、単独で又は共同して、難病の患者への支

援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに難病の患者及びその家族並びに難病の患者

に対する医療又は難病の患者の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の関係

者（次項において「関係機関等」という。）により構成される難病対策地域協議会（以下「協議会」

という。）を置くように努めるものとする。

２ 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における難病の患者への支援体制に

関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じ

た体制の整備について協議を行うものとする。

３ 協議会の事務に従事する者又は当該者であった者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。
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